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●新規登録団体のご紹介●●新規登録団体のご紹介●

　Earth as Mother の東北エリアと 
して 5 年ほど活動を続け、2020 年 
3 月に NPO 法人 Earth as Mother 
青森 を立ち上げ、現在 23 名で活動
しています。環境と人のあり方を考
えることを目的として、子どもから
大人・ 高齢者・障がい者、誰もが役
割を持ち、 協力していきいきと楽し
く暮らせる コミュニティを目指し
ています。 

　昨年はコロナ禍で活動が厳しかっ 
たのですが、7 月には種差海岸で裸
足になって地球を感じる「アーシン
グ」。9 月はガーナで活躍していた
方の講演会。10 月にはりんご狩り。
11月には大根掘りと焼き芋会の開催
で活動の幅を広げ、2月には「わいぐ」
の交流サロンで、Zoom を利用し本
部が主催する全国総会に参加するこ
とができました。
　食育をメインとしているので、今
年度は 9月 19 日に映画【弁当の日】
の上映会 ＆セミナー、ゆくゆくは、
子どもたちにお弁当を作ってもらう
ワークショップなども考えていま
す。会員同士、皆で役割分担をしな
がらそれぞれの力を出し合い、 助け
合いながら目標を実現していけたら
と思っています。

理事長

田中 知佐好さん

楽しく暮らすことをめざして

NPO法人 Earth as Mother 青森NPO法人 Earth as Mother 青森
( アース アズ マザー )( アース アズ マザー )
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助成金
情報

八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターわいぐは、指定管理者企画集団With you が管理・運営しています。
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～「わいぐ」という名前について～
青森県南部地方の「私、行く（わぁ
いぐ）」という方言が元になって
います。「市民が積極的に社会の
問題に取り組むきっかけの場所に
なるように」という願いが込めら
れています。

※その他の助成金情報は「わいぐHP」
　でもご覧いただけます。

令和 3年度 八戸圏域活性化事業助成金
◯助成対象事業
圏域内において、令和 3 年 4 月 7 日から令
和 4年1月31日までに実施される次の事業
　①伝統文化保存事業
　②観光振興事業
　③産業振興事業
　④その他八戸市長が認める事業
※新規に取り組む事業及び既存事業を拡充
する事業が対象です。
※令和 2 年度に当該助成金の交付を受けて
いる場合は対象外となります。
※集客イベント等を実施する場合は、新型
コロナウイルス感染対策を十分に行ってく
ださい。

○助成対象者
圏域内において活動する次の団体

①民間又は民間と行政により構成された営
利を目的としない団体
②特定非営利活動法人（NPO法人）
○助成金額
補助率：助成対象経費の 5分の 4以内
上限額：1市町村あたり 30万円
対象経費：対象事業の運営に必要な経費（た
だし、飲食及び懇親会費、視察旅費などは
対象となりません。）
交付件数：1市町村あたり 3件以内
※申請件数が複数ある場合、申請どおりの
金額が交付されない場合があります。
○応募方法
事業の実施場所に応じて、圏域 8 市町村担
当課が定める期限までに、必要書類をご提
出ください。必要書類は下記の八戸市ホー
ムページからダウンロードできます。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyo
shamuke/kenchiku_toshikeikaku/toshikeik
aku/4/8468.html
申請される場合は、事前に各市町村担当課
へご相談ください。
※圏域内の複数の市町村に関連する事業を
実施する場合、すべての関係市町村に対し

て申請書の提出が必要となります。
○八戸市の提出期限：7月 30日（金）
町村の提出期限は、各町村の担当課にお問
合せください。
○書類の提出先及びお問合せ先
（各市町村担当課）
八戸市 政策推進課 

（電話：0178-43-9248（直通））
三戸町 まちづくり推進課

（電話：0179-20-1117（直通））
五戸町 総合政策課

 （電話：0178-62-2111（代表））
田子町 政策推進課 

（電話：0179-20-7127（直通））
南部町 企画財政課 

（電話：0178-84-2112（代表））
階上町 総合政策課

 （電話：0178-88-2113（直通））
新郷村 企画商工観光課 

（電話：0178-78-2111（代表））
おいらせ町 政策推進課 

（電話：0178-56-4273（直通））

わいぐ情報クリップわいぐ情報クリップ
本の貸出しを始めました

　わいぐでは住民活動図書コーナーを設
置し、活動に役立つ新刊を毎年取り揃え
ています。図書は閲覧のほか、借りること
もできます。

Mama・igu< ままいぐ >わいぐ自主事業

　小さなお子さんをお持ちのママたちに
わいぐを知ってもらい、子育て支援をし
ている団体などの紹介や仲間づくりの応
援など、市民活動の視点を生かしてママ
たちを応援する事業です。

わいぐサポーター募集
　わいぐでは市民活動の支援
を行う「わいぐサポーター」
を随時募集しています。
　登録資格はボランティア精
神のある八戸市、三戸町、五
戸町、田子町、南部町、階上町、
新郷村、おいらせ町にお住ま
いの 18歳以上の方です。

（八戸市市民活動サポートセンターわいぐ）で検索
facebook
⇧こちらもご覧ください

青森県八戸市根城八丁目８－155
八戸市総合福祉会館

（はちふくプラザ　ねじょう）３階
TEL   0178－73－3311
FAX  0178－73－3312

 Email support@waigu.info
HP    https://www.waigu.info/

～編集発行～
八戸市市民活動サポートセンター
「ふれあいセンター わいぐ」

●編集●
公募編集員＝松原新一・松林真弓

　　黒澤美智子

詳しくは、わいぐまでお問合せください。

◎コロナ禍でスタートした
指定管理も 2 年目を迎えま
した。マスクなしで、利用
者の皆様とにこやかに活動
の話ができるのも、もうす
ぐ（のはず）。スタッフ一同、
ご来館お待ちしておりま
す。( 野田 )

編集後記

わいぐスタッフ

〒039－1166


